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 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 16 項の規定により、千代田

町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨届出があった。 

  平成 23 年５月 20 日 

               佐賀県知事  古  川     康    

 

役職名 氏  名 住    所 就退任年月日 

理事 西村 勝幸 神埼市千代田町直鳥1547番地 平成23年３月27日退任

〃 永沼  彰  〃   〃  姉790番地２ 〃 

〃 副島 清吾  〃   〃  黒井517番地 〃 

〃 古賀 悦男  〃   〃  嘉納654番地１ 〃 

〃 國部 善典  〃   〃  詫田1594番地 〃 

〃 島  彦  〃   〃  下坂1219番地 〃 

〃 西村 睦雄  〃   〃  﨑村1779番地 〃 

〃 永原 二六  〃   〃  渡瀬2055番地 〃 

〃 佐藤 達郎  〃   〃  栁島1083番地 〃 

〃 岡 俊郎  〃   〃  迎島2553番地 〃 

〃 角田 幸夫  〃   〃  用作2060番地 〃 

〃 福井 和人  〃   〃  鏡原2184番地 〃 

〃 鷲﨑 利男  〃   〃  餘江1156番地 〃 

〃 井田 紘記  〃   〃  下西893番地 〃 

〃 松本 茂幸  〃 神埼町本堀936番地２ 〃 

監事 田中 久男  〃 千代田町直鳥460番地１ 〃 

〃 大坪 典雄  〃   〃  栁島1738番地 〃 

〃 井田 孝文  〃   〃  下西966番地 〃 

理事 西村 勝幸  〃   〃  直鳥1547番地 平成23年３月28日就任



２ 

〃 永沼  彰  〃   〃  姉790番地２ 〃 

〃 中島 政則  〃   〃  黒井1408番地 〃 

〃 松永 文夫  〃   〃  嘉納914番地 〃 

〃 古賀 義松  〃   〃  詫田1095番地 〃 

〃 石井 清孝  〃   〃  下坂333番地２ 〃 

〃 西村 睦雄  〃   〃  﨑村1779番地 〃 

〃 垣副 正昭  〃   〃  渡瀬1094番地 〃 

〃 末石 正敏  〃   〃  栁島1734番地 〃 

〃 岡 德次郎  〃   〃  迎島2070番地 〃 

〃 江 俊秀  〃   〃  用作1394番地２ 〃 

〃 永淵 幸男  〃   〃  鏡原1501番地１ 〃 

〃 牛島 孝一  〃   〃  餘江629番地４ 〃 

〃 酒見  寛  〃   〃  下西999番地 〃 

〃 松本 茂幸  〃 神埼町本堀936番地２ 〃 

監事 福田 道  〃 千代田町下坂822番地１ 〃 

〃 赤司 秀明  〃   〃  用作228番地 〃 

〃 小宮 敏隆  〃   〃  餘江960番地 〃 

 


